
熊本市基本条例の分類

熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

（熊本市防災基本条例の分類ごとの取組）

Ⅰ自助、共助及び公助力の向上

①防災に関する施策の策定及び体制の強化（第7条第1～5、10項）

②災害対応力の強化（第7条第6～8、10項）

③災害に強い都市基盤の形成及び防災拠点機能の強化（第7条第9、10項）

④避難者に対する支援の整備（第8条～第10条）

Ⅱ情報の収集、分析及び発信力の向上

防災・災害に関する情報の収集、分析及び発信の環境整備（第11条）

多様性な被災者への適切な配慮

Ⅲ多様性の尊重

災害発生によって被害を受けた地域の復旧及び復興（第13条）

Ⅳ復旧及び復興

Ⅴ災害の教訓等の伝承

平成28年熊本地震の記憶の風化防止に向けた教訓等の伝承（第14条～第16条）
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熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅰ　自助、共助及び公助力の向上

①防災に関する施策の策定及び体制の強化（第7条第1~5、10項）

具体的取組 取組の内容 所管局

避難所運営委員会活動支援事

業

避難所運営委員会による避難所開設運営マニュアルの作成を促進するため、取組項目に応じ

て助成を行う。
政策局

防災に関する啓発経費
自主防災クラブに対する資機材の助成を行うとともに、防災に関する情報を、各メディア等

を通じて発信し、防災意識の向上を図る。
政策局

警防調査等の推進 日常的に警防調査等を実施し、円滑な消防活動の確保に努める。 消防局

職員研修経費
大規模災害時の多数傷病者事案に対応するため医療機関や他の行政期間と連携した訓練や研

修を行うなど関係機関と連携を図っていく。
消防局

災害医療対策経費
大規模な災害時に医療体制を確保するとともに、迅速かつ適切な医療活動が行えるよう、訓

練や研修会等を通じて関係機関との連携強化を図る。
健康福祉局

人工呼吸器装着者の名簿の整

備

人工呼吸器装着者が含まれる名簿を作成している次の2 課で、名簿をすり合わせ整備する。

・避難行動要支援者名簿（防災計画課・健康福祉政策課）

・個別避難支援プラン（医療対策課）

・難病該当者（医療対策課）

健康福祉局

人工呼吸器装着者の避難先病

院の稼働状況確認

災害発生時に人工呼吸器装着者から避難先病院の稼働状況について問い合わせがあった場合

は、EMIS（広域災害救急医療情報システム）で確認する。
健康福祉局

人工呼吸器装着者の災害時避

難行動のためのプラン作成
人工呼吸器装着者の災害時避難行動のためのプラン作成をとおして、災害時の対応を促す。 健康福祉局

民間施設との協定締結 緊急的な避難場所（スペース）を確保するため、民間事業者との協定締結を促進する。 政策局

避難所以外の避難者等への支

援

災害時の車中泊避難者や在宅避難者への支援のあり方や、その他物資供給など、様々な課題

解決に向け、民間及び大学と協定を締結し、研究を進める。
政策局

避難所等への円滑な仮設トイ

レの配置

仮設トイレの設置やくみ取りし尿等の収集運搬等を適正に行うため、本市と協定を締結して

いる熊本市災害し尿等対策協議会と平常時から情報交換や震災対処の初動訓練を行うなど、

連携体制を強化する。

環境局

事業者等との災害時における

物資供給に関する協定の締結
災害時に協定先の事業者等と適切に連携を図るため、担当者間での連携体制を構築する。 文化市民局

（企）応急給水経費 毎年度、最新の応急給水計画へ更新する。 上下水道局

物資供給体制の整備 市内3農協との間で締結している災害協定について適宜見直しを行う。 農水局

災害時における井戸水の提供
協定を締結している民間事業者が管理する井戸水を応急用の飲料水又は生活用水として地域

住民に提供する。
環境局

（企）自然災害等危機管理計

画的対応経費

水道ＢＣＰ及び下水道BCP並びに毎年の応急給水計画を策定するとともに、防災訓練を実施

する。
上下水道局

事業者等との災害時における

協定の締結
災害時に協定先の事業者等と適切に連携を図るため、担当者間での連携体制を構築する。 政策局

帰宅困難者に関する情報収集

体制の整備
関係機関、施設等との連絡体制を構築する。 政策局

帰宅困難者に関する情報収集

体制の整備
帰宅困難者に関する情報を把握できるよう、関係機関、施設等との連絡体制を構築する。 経済観光局

民間の観光施設における緊急

連絡体制の整備及び観光地周

辺の避難所の周知

観光客が滞在先で避難所など様々な情報を把握できるよう、関係機関、施設等との連絡体制

を構築する。
経済観光局

支援物資及び輸送体制の確保
観光客が滞在先で避難所など様々な情報を把握できるよう、関係機関、施設等との連絡体制

を構築する。
経済観光局

帰宅困難者に対する物資の確

保

「大規模災害時における帰宅困難者等への支援に関する協定」に基づき、桜町ビルに水、食

糧を備蓄し、計画的に更新補充する。

政策局

健康福祉局

感染症に対する広域連携

広域的な対応を要する感染症発生情報の伝達をはじめ、地方衛生研究所の相互支援や保健所

等の感染症担当職員の派遣受入れを実施し、必要に応じて、標準マニュアルの作成等を行

う。

健康福祉局

防災訓練経費 防災関係機関等と連携し、震災対処訓練や水防訓練、国民保護実動訓練等を実施する。 政策局

地域防災の活動基盤の整備
自主防災クラブ等の活動により、地域内で連携強化を図るとともに、災害時にも十分な防災

活動ができるよう地域と市の連携も強化する。
政策局

情報発信ツールの積極的活用

民間等と連携して正確な情報を把握し、WEB・SNS・マスコミ等を活用して迅速に情報発信

を行う。

また、国、県による復興支援策の情報を収集し、関係機関と連携した情報発信を行う。

政策局

緊急作業マニュアルの更新お

よび周知の定例化

毎年緊急作業マニュアルの更新を行うとともに、建設業界団体及び職員への事前周知徹底を

図る。
総務局



具体的取組 取組の内容 所管局

・復興事前準備を規定する防

災都市づくり計画の策定

・事前復興まちづくり計画の

策定

・本市で発生しうる災害を対象にした防災・減災対策及び復興事前準備を位置付けた防災都

市づくり計画を策定する。

・復興事前準備のうち復興まちづくりの目標や実施方針、目標の実現に向けた課題、及び課

題解決のための方策をとりまとめた復興まちづくり計画を策定する。

政策局

都市建設局

専門家・技術職員等の養成、

確保

・各分野における業務について、平時から応援・受援体制を構築するとともに、省庁や民間

企業、及び各種協会等との連携を強化する。

・災害による派遣を行う際に、熊本地震や他の災害への派遣を経験している職員と併せて経

験していない職員を派遣することで、技術の伝承、人材の育成を図る。

・技術職員等に対して、定期的な研修等を実施する。

各局

ボランティアの確保・体制の

整備

熊本市社会福祉協議会の運営する災害ボランティアセンターと連携し、ボランティアを確保

する。
文化市民局

強靭な災害廃棄物処理体制の

構築

熊本市災害廃棄物処理計画に基づき、大規模な災害発生時においても、災害廃棄物を迅速・

適正に処理できるよう民間企業や他の自治体と連携し、強靭な災害廃棄物処理体制づくりを

推進する。

環境局

自治振興育成事業

地域社会の中心的な役割を担っている町内自治会に対して研修会の開催や補助金の交付を行

うとともに、自治会加入促進にも取り組み,自治会活動が持続可能なものとなるよう支援して

いる。

文化市民局

関係機関との連携体制の構築
災害時に企業、労働者の状況を迅速に把握することができるように、民間団体、国、県等関

係機関との連携体制を構築する。
経済観光局



熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅰ　自助、共助及び公助力の向上

②災害対応力の強化（第7条第6～8、10項）

取組 取組の説明 所管局

避難行動促進関連経費
熊本市ハザードマップの周知啓発や、地域版ハザードマップおよび地区防災計画の作成推進

を図る。
政策局

避難所運営委員会活動支援事

業

避難所運営委員会による避難所開設運営マニュアルの作成を促進するため、取組項目に応じ

て助成を行う。
政策局

地域防災力強化促進事業
地域で防災士を養成するため、防災士養成講座を開催するとともに、防災士資格取得後の

フォローアップ研修を行う。
政策局

防災に関する啓発経費
自主防災クラブに対する資機材の助成を行うとともに、防災に関する情報を、各メディア等

を通じて発信し、防災意識の向上を図る。
政策局

防災基本条例推進経費
熊本市防災懇話会の運営、「熊本地震の日」周知啓発イベントの実施及び避難行動要支援者

の個別避難計画の作成のための同意確認や地域への説明等を行う。
政策局

警防調査等の推進 日常的に警防調査等を実施し、円滑な消防活動の確保に努める。 消防局

火災予防対策の推進
防火対象物に対する消防用設備等の整備及び適切な維持管理や避難経路の確保等の指導を行

う。
消防局

消火栓設置負担金 消火栓の新設、増設及び維持管理を行う。 消防局

防火水槽整備経費 既存の防火水槽の改修、整備等を行う。 消防局

防災センター運営経費

災害発生時に迅速かつ適切な対応ができるよう、市民に対して防火防災の体験教育を行う。

また、防火防災の教育施設として大きな役割を担っていることから、各種イベント等におい

てパンフレットの配布やＳＮＳ等を利用した防火啓発を行う。

消防局

予防広報・市民啓発経費

火災を未然に防ぐために、市民に対してＳＮＳ・ラジオ等で火災予防の広報を積極的に行う

とともに、各種イベント等で防火リーフレットを配布し、様々な世代の市民へ防火啓発を行

う。また、小学校向けに体験型防火防災学習を推進し、防火防災意識の更なる向上を図る。

消防局

防災に関する啓発経費
自主防災クラブに対する資機材の助成を行うとともに、防災に関する情報を、各メディア等

を通じて発信し、防災意識の向上を図る。
政策局

避難行動促進関連経費
熊本市ハザードマップの周知啓発や、地域版ハザードマップおよび地区防災計画の作成推進

を図る。
政策局

津波避難困難地域の設定

県の津波到達時間調査に基づき、津波避難困難地域の設定後、必要に応じて関係局と連携し

既存公的施設に垂直避難に必要な設備の設置検討を行う。

また、防災関係機関等と連携し震災対処訓練や水防訓練等を実施する。

政策局

防災情報伝達の迅速化、多重

化

新防災情報システムとSNSを連携した仕組みを構築するとともに、防災行政無線や緊急告知

ラジオなどあらゆる媒体を通じて情報伝達を行う体勢を確保する。
政策局

防災基本条例推進経費
熊本市防災懇話会の運営、「熊本地震の日」周知啓発イベントの実施及び避難行動要支援者

の個別避難計画の作成のための同意確認や地域への説明等を行う。
政策局

政策局

健康福祉局

在住外国人等を対象とした多

言語での災害情報の発信

【災害時】​

在住外国人（メールアドレス登録者）及び短期滞在者（事前登録者）へ災害情報メール配信

（英語、中国語、韓国語、やさしい日本語）​を行う。メール開封確認機能による安否確認、

個別メール送信対応も可能。自治体国際化協会の多言語表示シート及び熊本地震時作成の支

援情報の文例をテンプレート化のうえ、​情報データベースからテンプレートを検索・引用

し、災害支援情報を作成する。 ​

【平時】​

希望者へ多言語での生活情報配信（月1回）​及び医療・保健通訳時の状況履歴をデータベー

ス化し、外国人サポート支援を行う。

【外国人コミュニティとのネットワーク強化】

平時から各外国人コミュニティとの連携を強化しておく。

政策局

水防活動経費 洪水や高潮等の発生時に必要となる、土のう等水防資機材の適切な調達を行う。 政策局

（企)公共下水道雨水 浸水対策重点地区等のハード整備とソフト対策を推進し、浸水被害の軽減を図る。 上下水道局

下水道施設耐水化事業 下水道施設の耐水化計画に基づき、揚水及び沈殿機能の確保を図る。 上下水道局

森林経営管理推進事業 森林経営管理法に基づく民有林管理の適正化を推進する。 都市建設局

公有林管理事業 金峰山及び雁回山等の公有林、分収林等を適切に管理する。 都市建設局

森づくり推進事業
森林環境教育や木材利用の普及啓発等を通じた市民の森林整備に対する理解の醸成及び市民

参加型の森づくりを推進する。
都市建設局

避難行動要支援者に対する個

別避難計画の作成推進

高齢者や障がいのある方など、災害時に自力で避難できない方や避難指示等の災害情報が伝

わり難い方などを対象とした避難行動要支援者名簿登載者に係る個別避難計画の作成を推進



取組 取組の説明 所管局

土砂災害危険住宅移転促進事

業

土砂災害から市民の生命及び身体を守るため、土砂災害特別警戒区域内に居住する方の移転

を促進する。
政策局

がけ地近接等危険住宅移転事

業

「災害危険区域」、「がけ条例により建築を制限している地域」及び「土砂災害特別警戒区

域」に存する既存不適格住宅に対する移転支援を行う。
都市建設局

防災基本条例推進経費
熊本市防災懇話会の運営、「熊本地震の日」周知啓発イベントの実施及び避難行動要支援者

の個別避難計画の作成のための同意確認や地域への説明等を行う。
政策局

政策局

健康福祉局

在住外国人等を対象とした多

言語での災害情報の発信

【災害時】​

在住外国人（メールアドレス登録者）及び短期滞在者（事前登録者）へ災害情報メール配信（英語、中

国語、韓国語、やさしい日本語）​を行う。メール開封確認機能による安否確認、個別メール送信対応も

可能。自治体国際化協会の多言語表示シート及び熊本地震時作成の支援情報の文例をテンプレート化の

うえ、​情報データベースからテンプレートを検索・引用し、災害支援情報を作成する。 ​

【平時】​

希望者へ多言語での生活情報配信（月1回）​及び医療・保健通訳時の状況履歴をデータベース化し、外

国人サポート支援を行う。

【外国人コミュニティとのネットワーク強化】

平時から各外国人コミュニティとの連携を強化しておく。

政策局

広域災害対応経費 大規模災害等の発生時における応受援体制を確立する訓練等を行う。 消防局

消防団運営経費（経常） 消防団の入団促進や育成指導の強化を図る。 消防局

職員研修経費
大規模災害時の多数傷病者事案に対応するため医療機関や他の行政期間と連携した訓練や研

修を行うなど関係機関と連携を図っていく。
消防局

応急手当市民普及啓発経費 住民に対し、緊急時に必要な知識と技術を深めるために、普及活動を展開する。 消防局

災害医療対策経費
大規模な災害時に医療体制を確保するとともに、迅速かつ適切な医療活動が行えるよう、訓

練や研修会等を通じて関係機関との連携強化を図る。
健康福祉局

人工呼吸器装着者の名簿の整

備

人工呼吸器装着者が含まれる名簿を作成している次の2 課で、名簿をすり合わせ整備する。

・避難行動要支援者名簿（防災計画課・健康福祉政策課）

・個別避難支援プラン（医療対策課）

・難病該当者（医療対策課）

健康福祉局

人工呼吸器装着者の避難先病

院の稼働状況確認

災害発生時に人工呼吸器装着者から避難先病院の稼働状況について問い合わせがあった場合

は、EMIS（広域災害救急医療情報システム）で確認する。
健康福祉局

人工呼吸器装着者の災害時避

難行動のためのプラン作成
人工呼吸器装着者の災害時避難行動のためのプラン作成をとおして、災害時の対応を促す。 健康福祉局

民間施設との協定締結 緊急的な避難場所（スペース）を確保するため、民間事業者との協定締結を促進する。 政策局

健康福祉局

健康福祉局

災害対策本部経費（政策） 各種災害関連システム等、災害対策本部設備等の整備・保守を行う。 政策局

くまもとポイント事業
くまもとアプリにて車中泊や在宅避難者の避難位置情報を迅速に収集し、防災情報システム

へ集約する。
政策局

避難所以外の避難者等への支

援

災害時の車中泊避難者や在宅避難者への支援のあり方や、その他物資供給など、様々な課題

解決に向け、民間及び大学と協定を締結し、研究を進める。
政策局

避難所運営委員会活動支援事

業

避難所運営委員会による避難所開設運営マニュアルの作成を促進するため、取組項目に応じ

て助成を行う。
政策局

避難所等への円滑な仮設トイ

レの配置

仮設トイレの設置やくみ取りし尿等の収集運搬等を適正に行うため、本市と協定を締結して

いる熊本市災害し尿等対策協議会と平常時から情報交換や震災対処の初動訓練を行うなど、

連携体制を強化する。

環境局

栄養状態の悪化防止 栄養の偏りを防ぐための食品の提供および食品選択の教育等を行う。 健康福祉局

誤嚥性肺炎予防 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア及び自助についての教育を行う。 健康福祉局

避難所の衛生管理 感染症拡大防止や食中毒の予防等のため環境整備や啓発を行う。 健康福祉局

避難者の健康管理 避難者の健康状態を把握し、支援を必要とするものには個別支援を行う。 健康福祉局

事業者等との災害時における

物資供給に関する協定の締結
災害時に協定先の事業者等と適切に連携を図るため、担当者間での連携体制を構築する。 文化市民局

（企）応急給水経費 毎年度、最新の応急給水計画へ更新する。 上下水道局

被災者に対する心のケアの体

制を充実

被災者に対する心のケアの体制を充実させ、心身の健康の確保に向け一人ひとりの状況に合

わせたきめ細かな支援を実施する。

各局

区

男女共同参画の視点に基づく

避難所運営の啓発・周知

平常時から、防災出前講座の開催等を通じて、男女共同参画の視点に基づく防災意識の普

及・啓発を進めるほか、災害時には、男女共同参画の視点に基づく避難所運営を周知徹底さ

せるため、避難所の巡回等を行う。

文化市民局

支援物資及び輸送体制の確保 地域防災計画に基づき、適切な支援物資の輸送を行う。 経済観光局

物資供給体制の整備 市内3農協との間で締結している災害協定について適宜見直しを行う。 農水局

避難行動要支援者に対する個

別避難計画の作成推進

高齢者や障がいのある方など、災害時に自力で避難できない方や避難指示等の災害情報が伝

わり難い方などを対象とした避難行動要支援者名簿登載者に係る個別避難計画の作成を推進

福祉避難所・福祉子ども避難

所について市民への周知

震災対処実動訓練において指定避難所を中心に、福祉避難所への移送、福祉子ども避難所へ

の直接避難を実施する。その中で福祉避難所・福祉子ども避難所について住民への周知を図



取組 取組の説明 所管局

家庭内、企業内備蓄の推進
備蓄の必要性、効率的備蓄方法の周知等を行い、家庭等における備蓄（最低３日分（推奨１

週間分））を推進する。
政策局

災害時における井戸水の提供
協定を締結している民間事業者が管理する井戸水を応急用の飲料水又は生活用水として地域

住民に提供する。
環境局

（企）自然災害等危機管理計

画的対応経費

水道ＢＣＰ及び下水道BCP並びに毎年の応急給水計画を策定するとともに、防災訓練を実施

する。
上下水道局

備蓄の推進 災害初動時に必要となる非常食、生活物資、資機材等の維持管理を行う。 健康福祉局

事業者等との災害時における

協定の締結
災害時に協定先の事業者等と適切に連携を図るため、担当者間での連携体制を構築する。 政策局

帰宅困難者に対する情報伝達

手段の確保、周知
帰宅困難者対応マニュアルを作成し関係者への周知を図る。 政策局

帰宅困難者に関する情報収集

体制の整備
関係機関、施設等との連絡体制を構築する。 政策局

民間の観光施設における緊急

連絡体制の整備及び観光地周

辺の避難所の周知

観光客が滞在先で避難所など様々な情報を把握できるよう、関係機関、施設等との連絡体制

を構築する。
経済観光局

支援物資及び輸送体制の確保
観光客が滞在先で避難所など様々な情報を把握できるよう、関係機関、施設等との連絡体制

を構築する。
経済観光局

帰宅困難者に対する物資の確

保

「大規模災害時における帰宅困難者等への支援に関する協定」に基づき、桜町ビルに水、食

糧を備蓄し、計画的に更新補充する。

政策局

健康福祉局

中心市街地まちづくり推進経

費

中心市街地における帰宅困難者受入に関する訓練の実施や防災関連イベントへの出展等によ

り防災力の向上を図る。
都市建設局

健康福祉局

健康福祉局

予防接種の促進
平時から伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予

防接種の勧奨等を行う。
健康福祉局

（企）【震災】下水道管路の

耐震化
浄化センターと防災拠点、災害拠点病院、一次避難所等をつなぐ管路の耐震化を図る。 上下水道局

（企）【震災】下水道施設の

耐震化

下水道施設の耐震化計画に基づき、下水処理場及び中継ポンプ場の耐震化、自家発電設備の

設置を行う。
上下水道局

（企）【震災】マンホールト

イレ整備
マンホールトイレ整備計画に基づき、マンホールトイレの計画的な整備を行う。 上下水道局

下水道施設耐水化事業 下水道施設の耐水化計画に基づき、揚水及び沈殿機能の確保を図る。 上下水道局

避難所等の衛生管理体制の強

化
避難所運営マニュアルに衛生管理について記述する。 政策局

感染症に対する広域連携

広域的な対応を要する感染症発生情報の伝達をはじめ、地方衛生研究所の相互支援や保健所

等の感染症担当職員の派遣受入れを実施し、必要に応じて、標準マニュアルの作成等を行

う。

健康福祉局

防災訓練経費 防災関係機関等と連携し、震災対処訓練や水防訓練、国民保護実動訓練等を実施する。 政策局

地域防災計画や業務継続計画

の定期的な見直し
発災時において円滑に活動が可能となるよう、地域防災計画やBCPを定期的に見直していく 政策局

災害対策本部経費（政策） 各種災害関連システム等、災害対策本部設備等の整備・保守を行う。 政策局

災害対策本部機能の円滑な移

転

本庁舎使用不能時において災害対策本部機能を地域防災計画に定める施設に円滑に移転でき

るよう訓練等を実施する。
政策局

各企業での事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）策定の普及啓発や支援

等の情報提供

事業継続計画（ＢＣＰ）策定について、熊本県や関係団体と連携し、普及啓発、支援等の情

報提供を行う。
経済観光局

危険物の規制に関する業務
危険物施設に対し、施設や配管等の定期点検・整備等と、非常時の事前計画の作成、従業員

への教育・訓練等の対策について指導を図る。
消防局

アスベスト飛散防止対策 定期的な立入検査によりアスベスト飛散防止対策が適切に講じられるよう監視指導を行う。 環境局

県営経営体育成基盤整備事業

（畑地帯担い手支援型）

担い手を支援する畑地帯の基盤整備実施、畑作農業経営の体質を強化する。

・白浜（農道Ｌ＝6,652m、用水路工Ａ＝18.2h、排水路1,174m）

・船津・清田（農道2,544m、用水路１式、排水路1,194m　排水路1,194m）

・尾跡（（農道１式、用水路１式、排水水路１式　）

農水局

鳥獣被害対策事業
捕獲機材の整備、市民との協働による鳥獣対策の強化及び地域活動への支援、熊本市有害鳥

獣駆除隊に対する捕獲活動等について支援する。
農水局

災害対策本部経費（政策） 各種災害関連システム等、災害対策本部設備等の整備・保守を行う。 政策局

防災情報伝達体制整備事業
防災情報等の迅速な発信に向けたデジタル同報系防災行政無線やデジタルIP無線機の維持管

理及び更新等を行うとともに、戸別受信機の整備や緊急告知ラジオの普及を図る。
政策局

感染症や食中毒の予防のため

の衛生教育

食中毒や感染症を予防するための知識・ルールの周知、教育等を行い、衛生管理を徹底す

る。



取組 取組の説明 所管局

地域防災の活動基盤の整備
自主防災クラブ等の活動により、地域内で連携強化を図るとともに、災害時にも十分な防災

活動ができるよう地域と市の連携も強化する。
政策局

情報発信ツールの積極的活用

民間等と連携して正確な情報を把握し、WEB・SNS・マスコミ等を活用して迅速に情報発信

を行う。

また、国、県による復興支援策の情報を収集し、関係機関と連携した情報発信を行う。

政策局

災害発生時の区役所への連絡

体制等
災害発生時における各消防署と各区役所との連絡体制確保に努める。 区

区防災連絡会議の開催
消防団及び防災に携わる関係部署との連絡体制を確立するとともに、区の防災力向上を目的

に開催する。
区

事業者等との災害時における

協定の締結
災害時に協定先の事業者等と適切に連携を図るため、担当者間での連携体制を構築する。 政策局

（企）【震災】下水道管路の

耐震化
浄化センターと防災拠点、災害拠点病院、一次避難所等をつなぐ管路の耐震化を図る。 上下水道局

（企）【震災】下水道施設の

耐震化

下水道施設の耐震化計画に基づき、下水処理場及び中継ポンプ場の耐震化、自家発電設備の

設置を行う。
上下水道局

節水対策経費 夏季の節水重点期間など、節水の普及啓発を行う。 環境局

緊急作業マニュアルの更新お

よび周知の定例化

毎年緊急作業マニュアルの更新を行うとともに、建設業界団体及び職員への事前周知徹底を

図る。
総務局

防災に関する啓発経費
自主防災クラブに対する資機材の助成を行うとともに、防災に関する情報を、各メディア等

を通じて発信し、防災意識の向上を図る。
政策局

区まちづくり推進経費 区のめざす姿の実現に向けて、区の特色を生かしたまちづくりを推進する。 区

校区自治協議会支援事業

校区自治協議会に対し、役員研修会の開催や補助金の交付を行い、地域における課題解決力

の向上や構成団体間の連携強化の支援に取り組んでおり、災害発生後の復旧・復興過程にお

いて地域の合意形成が必要な場面では、同協議会の調整機能が期待できる。

文化市民局

・復興事前準備を規定する防

災都市づくり計画の策定

・事前復興まちづくり計画の

策定

・本市で発生しうる災害を対象にした防災・減災対策及び復興事前準備を位置付けた防災都

市づくり計画を策定する。

・復興事前準備のうち復興まちづくりの目標や実施方針、目標の実現に向けた課題、及び課

題解決のための方策をとりまとめた復興まちづくり計画を策定する。

政策局

都市建設局

地域防災力強化促進事業
地域で防災士を養成するため、防災士養成講座を開催するとともに、防災士資格取得後の

フォローアップ研修を行う。
政策局

臨床心理士・公認心理師が所

属する民間団体等との協力体

制の構築

児童･生徒等の精神的ショック･ストレスの軽減のため、カウンセラーの派遣等について、日

本臨床心理士会等の民間力が活用できるよう関係団体等の協力体制の構築を図る。
教育委員会

施設台帳の整備（農道、排水

機場、農業集落排水施設等）
市が所管及び関与する施設の復興支援に必要な台帳の整備・保管を行う。 農水局

専門家・技術職員等の養成、

確保

・各分野における業務について、平時から応援・受援体制を構築するとともに、省庁や民間

企業、及び各種協会等との連携を強化する。

・災害による派遣を行う際に、熊本地震や他の災害への派遣を経験している職員と併せて経

験していない職員を派遣することで、技術の伝承、人材の育成を図る。

・技術職員等に対して、定期的な研修等を実施する。

各局

文化財レスキューのネット

ワーク構築

熊本県文化課を中心として、県下市町村において災害で被災した文化財の一時避難や水損し

た資料等の救出をすぐに行えるネットワークを構築してる。
文化市民局

ボランティアの確保・体制の

整備

熊本市社会福祉協議会の運営する災害ボランティアセンターと連携し、ボランティアを確保

する。
文化市民局

強靭な災害廃棄物処理体制の

構築

熊本市災害廃棄物処理計画に基づき、大規模な災害発生時においても、災害廃棄物を迅速・

適正に処理できるよう民間企業や他の自治体と連携し、強靭な災害廃棄物処理体制づくりを

推進する。

環境局

自治振興育成事業

地域社会の中心的な役割を担っている町内自治会に対して研修会の開催や補助金の交付を行

うとともに、自治会加入促進にも取り組み,自治会活動が持続可能なものとなるよう支援して

いる。

文化市民局

（文化財保存修復経費）

民間所有文化財の保存修復経

費補助金

指定文化財に限るものの、市内の破損した文化財の保存修復、及び民間所有の文化財修復に

対する補助を行う。
文化市民局

情報発信ツールの積極的な活

用

民間等と連携して正確な情報を把握し、WEB、SNS、マスコミ等を活用して迅速に情報発信

を行う。また、国、県による復興支援策の情報を収集し、関係機関と連携した情報発信を行

う。

経済観光局

食と観光の一体的な情報発信
各地域の自然、農水産物、食、歴史、文化、温泉、景観等の地域資源について一体的に情報

発信を行う。
経済観光局

情報発信ツールの積極的活用
農水産業の正確な情報や国、県による復興支援策等を把握し、WEB・SNS等を活用して迅速

に情報発信を行う。
農水局



取組 取組の説明 所管局

関係機関との連携体制の構築
災害時に企業、労働者の状況を迅速に把握することができるように、民間団体、国、県等関

係機関との連携体制を構築する。
経済観光局

り災証明書の発行体制の整備
大規模災害時にり災証明書を速やかに発行できるよう、マニュアルの整備や職員の研修等を

行う。

財政局

健康福祉局

区

防犯団体助成 犯罪を未然に防ぎ、地域の治安維持のため、防犯団体の活動を支援する。 文化市民局

災害時一時預かり
災害時、認可保育施設等が臨時休園した場合、開所可能な公立保育所でこどもの一時預かり

を実施する。
こども局

地籍調査経費

一筆地調査（民民境界）を行いつつ事業の促進を図るとともに、地籍調査事業と同等の事業

である法務局が行う 14 条地図整備事業、民間事業者及び公共事業者等が行える国土調査法

第 19 条 5 項指定制度を推進し、事業の促進に努める。

都市建設局



熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅰ　自助、共助及び公助力の向上

③災害に強い都市基盤の形成及び防災拠点機能の強化（第7条第9、10項）

取組 取組の説明 所管局

市有建築物耐震対策基本方針

等の検討・調整
市有建築物耐震対策基本方針に基づき、計画的な耐震化を推進する 都市建設局

まちなか再生・防災力向上支

援経費

中心市街地の老朽建築物の建替えを促進するため、解体から建築に係る財政支援を行う「ま

ちなか再生プロジェクト」を実施。
都市建設局

建築物耐震化促進事業 耐震診断・耐震改修等補助制度の活用による耐震化推進を図る。 都市建設局

児童福祉施設整備費助成 社会福祉法人等が整備する施設及び設備整備に要する費用の一部を助成する。 こども局

次世代育成支援対策施設整備

費補助
児童福祉施設等の施設及び設備整備に要する費用の一部を助成する。 こども局

高齢者施設等防災機能強化支

援事業（社会福祉施設等の耐

災害性強化対策）

災害発生時に伴い発生する停電・土砂災害・浸水災害をふまえ、耐震化対策、ブロック塀等

対策、水害対策強化対策、非常用自家発電設備対策に要する費用について補助を行う。
健康福祉局

障がい者支援施設等における

耐震化整備等支援事業（社会

福祉施設等の耐災害性強化対

策）

災害発生時に伴い発生する停電・土砂災害・浸水災害をふまえ、耐震化対策、ブロック塀等

対策、水害対策強化対策、非常用自家発電設備対策に要する費用について補助を行う。
健康福祉局

市営住宅修繕経費

公営住宅建設経費(補助)

災害発生時の市営住宅の安全性の確保のため、老朽化した市営住宅の計画的な建替、外壁改

修等の取組を推進する。
都市建設局

マンション適正管理支援事業 分譲マンションの耐震化に要する費用の一部について助成を行う。 都市建設局

ブロック塀等安全対策緊急支

援事業

道路等利用者の安全、交通のための道路空間の形成を図るため、危険なブロック塀等の撤去

に要する経費について助成する。
都市建設局

宅地耐震化推進事業
再度災害による液状化被害を抑制することを目的として、公共施設と宅地の一体的な液状化

対策を行う。
都市建設局

盛土対策経費

盛土等に伴う災害の防止に資することを目的に盛土規制法に基づく基礎調査を行う。

地震等に伴う盛土の崩落等による宅地等の被害を防止するため、大規模盛土造成地や盛土等

の安全性の把握・対策等を進める。

都市建設局

安全・安心対策事業
長寿命化計画に基づき老朽化した公園施設の改修を行うことにより、利用者の安全確保及び

ライフサイクルコストの縮減を図る。
都市建設局

避難場所標識の整備
指定緊急避難場所、広域避難場所、指定避難所に災害種別避難誘導標識システムによる避難

場所標識を整備する。
政策局

富合町土地区画整理事業促進

経費

富合地区において、道路や公園等の公共施設の整備改善を図り、避難路やオープンスペース

の確保を行う。
都市建設局

消火栓設置負担金 消火栓の新設、増設及び維持管理を行う。 消防局

防火水槽整備経費 既存の防火水槽の改修、整備等を行う。 消防局

（企）老朽管更新経費 水道施設整備計画に基づき、更新需要を迎えた老朽管等の計画的な更新を行う。 上下水道局

（企）水道施設や水道管の耐

震化経費
水道施設整備計画に基づき、水道施設・管路の更新及び耐震化を行う。 上下水道局

県営海岸保全施設整備経費

農用地を高潮、波浪、津波等の被害から防護するため海岸堤防等の保全・整備を行い、安定

的な営農を可能とする。

・熊本海岸（飽託海岸　L=3,480.2m、 四番海岸　L=1,644.0m、海路口海岸

L=3,024.0m）

農水局

各種団体負担金（河川分）

一般管理経費（経常）（河

川）

【国】白川、【国】緑川の事業主体に対し、各期成会活動を通じて他自治体と連携して要望

することで、河川改修の促進を図る。
都市建設局

津波避難困難地域の設定

県の津波到達時間調査に基づき、津波避難困難地域の設定後、必要に応じて関係局と連携し

既存公的施設に垂直避難に必要な設備の設置検討を行う。

また、防災関係機関等と連携し震災対処訓練や水防訓練等を実施する。

政策局

避難場所標識の整備
指定緊急避難場所、広域避難場所、指定避難所に災害種別避難誘導標識システムによる避難

誘導標識を整備する。
政策局

（国県道）道路橋梁改築経費

（交付金）

（国県道）道路橋梁改築経費

（防災安全）

（国県道）道路橋梁改築経費

（単独）

（市道）道路橋梁改築経費

（交付金）

道路の浸水や交通渋滞による逃げ遅れの発生が懸念される地域において、円滑な避難のため

の道路整備を行う。
都市建設局



取組 取組の説明 所管局

各種団体負担金

一般管理経費（経常）（総

務）

【国】熊本天草幹線道路（熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路）の事業主体に対し、各

期成会活動を通じて経済界や他自治体と連携して要望することにより、整備促進を図る。
都市建設局

各種団体負担金（河川分）

一般管理経費（経常）（河

川）

【国】白川、【国】緑川、【国】加勢川、【国】合志川、【国】浜戸川の事業主体に対し、

各期成会活動を通じて他自治体と連携して要望することで、河川改修の促進を図る。
都市建設局

広域河川改修経費 広域河川の改修を行うことで、水害の不安を軽減し、安全で安心なまちづくりを推進する。 都市建設局

準用河川改修事業（補助）

準用河川改修事業（単独）

準用河川旧天明新川の改修を行うことで、水害の不安を軽減し、安全で安心なまちづくりを

推進する。
都市建設局

流域貯留浸透事業
将来的に河道を拡幅することが困難と思われる広域河川において、公共施設等に貯留浸透施

設を計画し、治水安全度の向上を図る。
都市建設局

県営かんがい排水事業経費

排水能力の向上による農地の汎用性を図るとともに、水害予防の効果を増大させる。

・画図東部２期（排水路工　L＝2160ｍ）

・第一海路口（排水機場更新　1箇所）

・乙畠口（排水機場更新　1箇所）

・莎崎（排水機場更新　1箇所）

農水局

県営ため池等整備事業

排水路やため池等について改修等工事を行い、機能維持及び農作物や農業用施設への被害を

防ぐ。

・馬場楠井手（排水路工　L=3060ｍ）

・新地ため池（堤体工　L=296ｍ）

農水局

県営水利施設整備事業（基幹

ストマネ）

用排水路、揚排水機場の更新により、施設の機能保全を図る。

・第二宇土八水（頭首工ゲート改修、用水機場改修　１箇所）

・美登里（排水機場更新　１箇所）

・元三（排水機場更新　１箇所）

農水局

県営湛水防除施設改修事業経

費

排水機場の更新を行い、排水機能の回復、排水不良からの湛水被害を防ぐ。

・上杉（排水機場更新　１箇所）
農水局

農業基盤整備事業 農業経営環境の整備、用排水路、農業用施設整備の充実を図る。 農水局

団体営農業農村整備事業経費

農地・農業水利施設等の整備を実施、生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図る。

・画図地区（排水路L＝830ｍ）

・海路口（１期）（排水路Ｌ＝750ｍ）

・富合西部１期（排水路Ｌ＝1500ｍ）

・内田沖田２期（排水路Ｌ＝680ｍ）

・近津（排水機場１箇所）

・南尾迫（舗装L＝1800ｍ）

・小堂本（揚水機1機）

・台良（揚水機1機）

・滴水第2（揚水機1機）

・南楠原（揚水機1機）

・宮の前（揚水機1機）

・平野（揚水機1機）

・吉次（揚水機1機）

・秋津第一（揚水機1機）

農水局

湛水防除経費（政策）
農地、農作物及び周辺土地などの浸水被害を防ぐため排水機場の補修等を行い、適切な維持

管理を図る。
農水局

土地改良施設維持管理適正化

経費

土地改良施設整備補修のための拠出金。国や県の補助と合わせて適正化事業資金を造成し、

この資金の交付により土地改良施設の機能保持を図る。
農水局

（企）公共下水道雨水
排水施設の整備を行うことで、浸水対策重点地区等の浸水被害を軽減し、安全で安心なまち

づくりを推進する。
都市建設局

浸水解消対策経費 排水路の整備などを行うことで、浸水被害を軽減し、安全で安心なまちづくりを推進する。 都市建設局

施設維持管理経費 都市建設局

内水排除施設維持管理経費 都市建設局

（企)公共下水道雨水 浸水対策重点地区等のハード整備とソフト対策を推進し、浸水被害の軽減を図る。 上下水道局

道路橋梁防災対策経費（防災

安全）
災害時の安全性を高めるため、橋梁の架け替えや耐震化等を行う。 都市建設局

排水機場施設の長寿命化を図るため、適正に整備、維持管理し、常に十分な機能を保全す

る。



取組 取組の説明 所管局

(国県道)電線共同溝整備経費

(防災安全)

(市道)電線共同溝整備経費(防

災安全)

(国県道)電線共同溝整備経費

(単独)

(市道)電線共同溝整備経費(単

独)

防災性・減災性の向上、安全かつ円滑な交通の確保のため、無電柱化推進計画に基づき無電

柱化を推進する。
都市建設局

(国県道)道路橋梁維持修繕経費

(防災安全)

(市道)道路橋梁維持修繕経費

(防災安全)

(国県道)道路橋梁維持修繕経費

(単独)

(市道)道路橋梁維持修繕経費

(単独)

橋梁・トンネルの延命化や道路の防災対策を進めるため、橋梁長寿命化修繕計画等に基づき

計画的な補修を行う。
都市建設局

下水道施設耐水化事業 下水道施設の耐水化計画に基づき、揚水及び沈殿機能の確保を図る。 上下水道局

県営ため池等整備事業

排水路やため池等について改修等工事を行い、機能維持及び農作物や農業用施設への被害を

防ぐ。

・新地ため池（堤体工　L=296ｍ）

農水局

団体営農業農村整備事業経費

農地・農業水利施設等の整備を実施、生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図る。

・正院浦下ため池

・正院浦中ため池

・小塚２ため池

・小塚３ため池

・大窪（１）ため池

・村中ため池

・野田ため池

・下園ため池

・丸山ため池

農水局

小・施設整備経費

小・義務教育施設整備事業

小・長寿命化関連経費

中・施設整備経費

中・義務教育施設整備事業

中・長寿命化関連経費

大規模改修時などに、学校施設の受変電設備の嵩上げにより浸水被害を防止し、避難場所と

しての機能確保を図る。
教育委員会

森林経営管理推進事業 森林経営管理法に基づく民有林管理の適正化を推進する。 都市建設局

公有林管理事業 金峰山及び雁回山等の公有林、分収林等を適切に管理する。 都市建設局

森づくり推進事業
森林環境教育や木材利用の普及啓発等を通じた市民の森林整備に対する理解の醸成及び市民

参加型の森づくりを推進する。
都市建設局

車両整備経費 消防活動に不可欠な消防車や救急車を更新する。 消防局

車両管理経費 消防車両等の維持管理及び消防用資器材の修理、保守点検等を行う。 消防局

機械器具整備経費
都市の近代化に伴い、複雑多様化する各種災害に対処するために専門資機材の整備及び更新

を行う。
消防局

救急救助経費 救助業務の円滑な業務遂行を図るため、活動に必要な資器材を調達する。 消防局

一般管理経費（政策） 水中探査装置を配備する。 消防局

消防団車両等整備経費 消防団の車両・資機材が、災害時にその機能を十分発揮できるよう整備を図る。 消防局

消防団機械倉庫建設経費 消防資機材の備蓄場所として整備を図る。 消防局

(国県道)舗装補修経費(単

独)(都計税分)

(市道)舗装補修経費(単独)(都

計税分)

道路の安全性を確保し、舗装老朽化等に伴う事故を防止するため、舗装のひび割れやわだち

掘れの補修、打ち換えを行う。
都市建設局

(国県道)交通安全施設整備経費

(防災安全)

(市道)交通安全施設整備経費

(防災安全)

(国県道)交通安全施設整備経費

(単独)

(市道)交通安全施設整備経費

(単独)

交通事故の防止や歩行者等の安全で円滑な移動の確保のために歩道、自歩道及び交差点改良

をはじめとする交通安全施設等の整備を行う。
都市建設局



取組 取組の説明 所管局

各種団体負担金

一般管理経費（経常）（総

務）

【国】熊本天草幹線道路（熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路）、【国】国道3号植木

バイパス、【国】中九州横断道路（大津熊本道路、大津道路、滝室坂道路、竹田阿蘇道路

等）、【国】九州中央自動車道（矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路等）の事業主体に対し、各

期成会活動を通じて経済界や他自治体と連携して要望することにより、整備促進を図る。

都市建設局

道路橋梁防災対策経費（防災

安全）
災害時の安全性を高めるため、橋梁の架け替えや耐震化等を行う。 都市建設局

(国県道)電線共同溝整備経費

(防災安全)

(市道)電線共同溝整備経費(防

災安全)

(国県道)電線共同溝整備経費

(単独)

(市道)電線共同溝整備経費(単

独)

防災性・減災性の向上、安全かつ円滑な交通の確保のため、無電柱化推進計画に基づき無電

柱化を推進する。
都市建設局

(国県道)道路橋梁維持修繕経費

(防災安全)

(市道)道路橋梁維持修繕経費

(防災安全)

(国県道)道路橋梁維持修繕経費

(単独)

(市道)道路橋梁維持修繕経費

(単独)

橋梁・トンネルの延命化や道路の防災対策を進めるため、橋梁長寿命化修繕計画等に基づき

計画的な補修を行う。
都市建設局

各種団体負担金

一般管理経費（経常）（総

務）

【国】熊本天草幹線道路（熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路）、【国】国道3号植木

バイパス、【国】中九州横断道路（大津熊本道路、大津道路、滝室坂道路、竹田阿蘇道路

等）、【国】九州中央自動車道（矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路等）の事業主体に対し、各

期成会活動を通じて経済界や他自治体と連携して要望することにより、整備促進を図る。

都市建設局

市有建築物耐震対策基本方針

等の検討・調整 市有建築物耐震対策基本方針に基づき、計画的な耐震化を推進する
都市建設局

指定避難所等機能強化事業 貯水機能付給水管や資機材の整備を行うことで、指定避難所の機能強化を行う。 政策局

指定避難所等機能強化事業 貯水機能付給水管や資機材の整備を行うことで、指定避難所の機能強化を行う。 政策局

小・施設整備経費

小・義務教育施設整備事業

小・長寿命化関連経費

中・施設整備経費

中・義務教育施設整備事業

中・長寿命化関連経費

小・中学校の給水管の改修時に、貯水機能付給水管の整備を進める。また、学校施設のトイ

レ改修（洋式化・バリアフリー化）を実施し、避難場所としての機能確保を図る。
教育委員会

避難所となる体育館での暑さ

対策の検討
体育館の環境改善について、検討を進める。

政策局

教育委員会

小・施設整備経費

小・義務教育施設整備事業

小・長寿命化関連経費

中・施設整備経費

中・義務教育施設整備事業

中・長寿命化関連経費

太陽光発電設備を整備する学校施設において、自立コンセントへの電源供給、自立型GHPに

よるエアコンへの電源供給、体育館に他所より発電機の設置運用を可能とするなど、停電時

にも自立運営が可能な避難所の整備を図る。

教育委員会

（企）【震災】マンホールト

イレ整備
マンホールトイレ整備計画に基づき、マンホールトイレの計画的な整備を行う。 上下水道局

指定避難所等機能強化事業 貯水機能付給水管や資機材の整備を行うことで、指定避難所の機能強化を行う。 政策局

（企）自然災害等危機管理計

画的対応経費
貯水機能付給水管の運用方法の共有並びに装備品の点検及び整備を行う。 上下水道局

（企）老朽管更新経費 水道施設整備計画に基づき、更新需要を迎えた老朽管等の計画的な更新を行う。 上下水道局

（企）水道施設や水道管の耐

震化経費
水道施設整備計画に基づき、水道施設・管路の更新及び耐震化を行う。 上下水道局

（企）その他施設機能強化経

費

水道施設整備計画に基づき、配水区間の水融通管や補給管の整備など、水道施設・管路の機

能強化を図る。
上下水道局

（企）施設等点検改修経費 井戸、送・配水場、配水地等、各施設の保守及び老朽施設の更新を行う。 上下水道局

（企）その他施設維持管理経

費
水道施設・管路及び上下水道局庁舎の維持管理を適切に実施する。 上下水道局

（国県道）道路橋梁改築経費

（補助金）

広域的な陸路の断絶による地域の孤立を防止するため、緊急輸送機能や社会経済活動が確保

されるよう、広域的な幹線道路ネットワーク整備の促進を図る。また、道路災害により道路
都市建設局



取組 取組の説明 所管局

（企）自然災害等危機管理計

画的対応経費
貯水機能付給水管の運用方法の共有並びに装備品の点検及び整備を行う。 上下水道局

災害時の電力供給
再生可能エネルギー設備を最大限導入するとともに、城山公園に整備した急速充電設備を活

用し、ＥＶを動く蓄電池として活用することで、避難所等に電力を供給する。
環境局

省エネルギー等推進経費
災害による停電時の電源供給にもつながる、太陽光発電設備や電気自動車等の導入促進を図

るため、市民等へ補助を行う。
環境局

道路橋梁防災対策経費（防災

安全）
災害時の安全性を高めるため、橋梁の架け替えや耐震化等を行う。 都市建設局

(国県道)電線共同溝整備経費

(防災安全)

(市道)電線共同溝整備経費(防

災安全)

(国県道)電線共同溝整備経費

(単独)

(市道)電線共同溝整備経費(単

独)

防災性・減災性の向上、安全かつ円滑な交通の確保のため、無電柱化推進計画に基づき無電

柱化を推進する。
都市建設局

(国県道)道路橋梁維持修繕経費

(防災安全)

(市道)道路橋梁維持修繕経費

(防災安全)

(国県道)道路橋梁維持修繕経費

(単独)

(市道)道路橋梁維持修繕経費

(単独)

橋梁・トンネルの延命化や道路の防災対策を進めるため、橋梁長寿命化修繕計画等に基づき

計画的な補修を行う。
都市建設局

港湾整備県事業負担金
重要港湾（熊本港）の耐震強化岸壁整備（国直轄事業）促進のため、早期整備に係る要望活

動、整備に係る受益相当分の費用負担を行う。
都市建設局

各種団体負担金

一般管理経費（経常）（総

務）

【国】熊本天草幹線道路（熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路）、【国】国道3号植木

バイパス、【国】中九州横断道路（大津熊本道路、大津道路、滝室坂道路、竹田阿蘇道路

等）、【国】九州中央自動車道（矢部清和道路、蘇陽五ヶ瀬道路等）の事業主体に対し、各

期成会活動を通じて経済界や他自治体と連携して要望することにより、整備促進を図る。

都市建設局

各種団体負担金

一般管理経費（経常）（総

務）

【県】熊本天草幹線道路（大矢野道路、本渡道路Ⅱ期等）の事業主体に対し、各期成会活動

を通じて経済界や他自治体と連携して要望することにより、整備促進を図る。
都市建設局

各種団体負担金

一般管理経費（経常）（総

務）

有明海沿岸道路（熊本県側）、中九州横断道路（熊本環状連絡道路）について、各種期成会

活動を通じて経済界や他自治体と連携して関係機関へ要望することにより、整備促進を図

る。

都市建設局

（企）【震災】下水道管路の

耐震化
浄化センターと防災拠点、災害拠点病院、一次避難所等をつなぐ管路の耐震化を図る。 上下水道局

（企）【震災】下水道施設の

耐震化

下水道施設の耐震化計画に基づき、下水処理場及び中継ポンプ場の耐震化、自家発電設備の

設置を行う。
上下水道局

新庁舎整備推進経費
新庁舎整備に関し、市民への情報提供・合意形成に取り組むとともに、庁舎の機能・規模や

建設地、事業手法などの検討を行い、新庁舎整備を推進する。
政策局

庁舎維持管理経費

・被災時に本庁舎の機能維持を図るため、重要設備の更新等を適宜実施する。

・１階吹き抜け部の特定天井の改修など、本庁舎の安全対策工事を適宜実施する。

・浸水対策として、非常用発電機を本庁舎4階屋上庭園に設置している。

総務局

公共建築物定期点検経費
建築基準法第12条に基づき、一級建築士等の資格者が市有建築物の損傷、腐食その他の劣化

の状況の点検を行う。
都市建設局

市有建築物耐震対策基本方針

等の検討・調整
市有建築物耐震対策基本方針に基づき、計画的な耐震化を推進する 都市建設局

消防施設整備経費 防災拠点である消防署・消防出張所の機能維持、執務環境の改善を図る。		 消防局

庁舎・出張所管理経費 消防庁舎施設の修理、保守、点検等を行う。 消防局

西消防署小島出張所移転事業 現小島出張所を移転建替えし、消防体制の充実強化を図る。 消防局

西消防署移転事業 中央区にある現西消防署を西区へ移転建替えし、消防体制の充実強化を図る。 消防局

消防指令管制システム中間整

備事業

消防救急デジタル無線の基地局と指令センターをつなぐ回線について、現状の多重無線に加

え、光回線を追加し回線の二重化を行う。
消防局

庁内ネットワーク整備経費

熊本市情報ネットワークシステム(Cネット）は、防災拠点施設以外の区役所や避難所等でも

業務継続ができるよう、SIM通信可能なモバイル端末を整備している。

また、主要なサーバ機器はデータセンターで管理することで、安定稼働を担保し、仮にデー

タセンターの機能が停止した場合でも、クラウドのみで一部業務が継続できる環境を整備し

ている。

総務局



取組 取組の説明 所管局

総合行政情報システム整備経

費

熊本市総合行政情報システム（Aネット）は、災害時でも業務継続できるよう、主要なサー

バは耐震性・防災性に優れたデータセンターで管理している。

またデータの損傷に備え、バックアップデータを遠隔地で保管し、定期的なデータ更新を実

施している。

さらに、上記の現行体制より早期のシステム再開が可能となるよう、ガバメントクラウドを

活用し、データやシステムを国内の複数の場所に分散して保存・運用できる環境構築に取り

組んでいる。

総務局

非常用自家発電設備等の維持

管理

長期的な電力供給遮断等の非常時においても、災害対応することができるよう、体制を整え

る。

各局

区

（企）その他施設維持管理経

費

停電になった際、通常業務が行えるように無停電電源装置及び非常用発電設備の定期的な点

検を実施する。
上下水道局

港湾整備県事業負担金
重要港湾（熊本港）の耐震強化岸壁整備（国直轄事業）促進のため、早期整備に係る要望活

動、整備に係る受益相当分の費用負担を行う。
都市建設局

車両整備経費 消防活動に不可欠な消防車や救急車を更新する。 消防局

車両管理経費 消防車両等の維持管理及び消防用資器材の修理、保守点検等を行う。 消防局

民間建築物アスベスト改修事

業

市有建築物におけるアスベス

ト除去等に係る関連事業

建築物の所有者等が行うアスベストの除去等及び含有調査に要する経費について助成する。 都市建設局

県営農地保全整備事業経費

急傾斜地帯または特殊土壌地帯における農用地の侵食崩壊を防止するために、水路兼道路及

び排水路等の新設または改修を行う。

・黒石２期（集水路　L=1,440m、承水路L=1,470m、水兼農道　L=3,160ｍ）

・東門寺2期（集水路　L=1400m、承水路L=1,140m、水兼農道L＝3,549m）

農水局

県営農道整備事業

基幹となる農道を整備し、利便性の高い輸送ルートを確保するとともに、農作業機械の効率

的な稼動条件の向上を図る。

・谷尾崎３期（道路工L=850ｍ）

・植木東部（道路工L=4500ｍ）

農水局

県営ため池等整備事業

排水路やため池等について改修等工事を行い、機能維持及び農作物や農業用施設への被害を

防ぐ。

・馬場楠井手（排水路工　L=3060ｍ）

・新地ため池（堤体工　L=296ｍ）

農水局

県営水利施設整備事業（基幹

ストマネ）

用排水路、揚排水機場の更新により、施設の機能保全を図る。

・第二宇土八水（頭首工ゲート改修、用水機場改修　１箇所）

・美登里（排水機場更新　１箇所）

・元三（排水機場更新　１箇所）

農水局

県営湛水防除施設改修事業経

費

排水機場の更新を行い、排水機能の回復、排水不良からの湛水被害を防ぐ。

・上杉（排水機場更新　１箇所）
農水局

県営農業水利施設保全合理化

事業

造成から50年以上が経過し老朽化した松の木堰の改修工事を行う。

・松の木堰　（頭首工１式）
農水局

農業基盤整備事業 農業経営環境の整備、用排水路、農業用施設整備の充実を図る。 農水局

団体営農業農村整備事業経費

農地・農業水利施設等の整備を実施、生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図る。

・画図地区（排水路L＝830ｍ）

・海路口（１期）（排水路Ｌ＝750ｍ）

・富合西部１期（排水路Ｌ＝1500ｍ）

・内田沖田２期（排水路Ｌ＝680ｍ）

・近津（排水機場１箇所）

・南尾迫（舗装L＝1800ｍ）

・小堂本（揚水機1機）

・台良（揚水機1機）

・滴水第2（揚水機1機）

・南楠原（揚水機1機）

・宮の前（揚水機1機）

・平野（揚水機1機）

・吉次（揚水機1機）

・秋津第一（揚水機1機）

農水局

湛水防除経費（政策）
農地、農作物及び周辺土地などの浸水被害を防ぐため排水機場の補修等を行い、適切な維持

管理を図る。
農水局

土地改良施設維持管理適正化

経費

土地改良施設整備補修のための拠出金。国や県の補助と合わせて適正化事業資金を造成し、

この資金の交付により土地改良施設の機能保持を図る。
農水局

農業生産振興事業
国や県が展開する各種補助事業を活用し、農業生産体制の強化に資する共同利用施設等の整

備促進を図る。
農水局



取組 取組の説明 所管局

（経済対策）産地パワーアッ

プ事業
農業者等が行う高性能な機械・施設の導入等を支援する。 農水局

水産生産基盤整備経費 水産庁の補助金を活用して天明漁港の施設整備を実施する。 農水局

水産物供給基盤機能保全経費
水産庁の補助金を活用して漁港施設の計画的な維持補修を行い、長寿命化や更新コストの平

準化及び縮減を図る。
農水局

県営事業負担金 熊本県等が行う漁港漁場事業に対して一定割合の負担金を負担する。 農水局

県営かんがい排水事業経費

排水能力の向上による農地の汎用性を図るとともに、水害予防の効果を増大させる。

・画図東部２期（排水路工　L＝2160ｍ）

・第一海路口（排水機場更新　1箇所）

・乙畠口（排水機場更新　1箇所）

・莎崎（排水機場更新　1箇所）

農水局

県営ため池等整備事業

排水路やため池等について改修等工事を行い、機能維持及び農作物や農業用施設への被害を

防ぐ。

・馬場楠井手（排水路工　L=3060ｍ）

・新地ため池（堤体工　L=296ｍ）

農水局

県営水利施設整備事業（基幹

ストマネ）

用排水路、揚排水機場の更新により、施設の機能保全を図る。

・第二宇土八水（頭首工ゲート改修、用水機場改修　１箇所）

・美登里（排水機場更新　１箇所）

・元三（排水機場更新　１箇所）

農水局

県営湛水防除施設改修事業経

費

排水機場の更新を行い、排水機能の回復、排水不良からの湛水被害を防ぐ。

・上杉（排水機場更新　１箇所）
農水局

県営農業水利施設保全合理化

事業

造成から50年以上が経過し老朽化した松の木堰の改修工事を行う。

・松の木堰　（頭首工１式）
農水局

農業基盤整備事業 農業経営環境の整備、用排水路、農業用施設整備の充実を図る。 農水局

団体営農業農村整備事業経費

農地・農業水利施設等の整備を実施、生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図る。

・画図地区（排水路L＝830ｍ）

・海路口（１期）（排水路Ｌ＝750ｍ）

・富合西部１期（排水路Ｌ＝1500ｍ）

・内田沖田２期（排水路Ｌ＝680ｍ）

・近津（排水機場１箇所）

・南尾迫（舗装L＝1800ｍ）

・小堂本（揚水機1機）

・台良（揚水機1機）

・滴水第2（揚水機1機）

・南楠原（揚水機1機）

・宮の前（揚水機1機）

・平野（揚水機1機）

・吉次（揚水機1機）

・秋津第一（揚水機1機）

農水局

湛水防除経費（政策）
農地、農作物及び周辺土地などの浸水被害を防ぐため排水機場の補修等を行い、適切な維持

管理を図る。
農水局

土地改良施設維持管理適正化

経費

土地改良施設整備補修のための拠出金。国や県の補助と合わせて適正化事業資金を造成し、

この資金の交付により土地改良施設の機能保持を図る。
農水局

県営経営体育成基盤整備事業

（畑地帯担い手支援型）

担い手を支援する畑地帯の基盤整備実施、畑作農業経営の体質を強化する。

・白浜（農道Ｌ＝6,652m、用水路工Ａ＝18.2h、排水路1,174m）

・船津・清田（農道2,544m、用水路１式、排水路1,194m　排水路1,194m）

・尾跡（（農道１式、用水路１式、排水水路１式　）

農水局

県営小島・梅洞地区農地集積

化基盤整備事業

低湿地水田地帯である小島・梅洞地区において基盤整備を実施する。

・小島　（区画整理A=108ha)

・梅洞（区画整理A＝43.6ｈa）

農水局

県営甲畠口地区農地整備事業

（経営体育成型）

狭小な農道、用排水兼用の水路をもつ甲畠口地区において基盤整備を行う。

・甲畠口（区画整理A＝84ha）
農水局

県営宇土開地区農地整備事業

（経営体育成型）

宇土開地区の区画整理事業及び県営事業に対する市町村負担金、土地改良区への事業費補助

金

・宇土開（区画整理A=47ha）

農水局

県営元三・木部地区農地整備

事業（経営体育成型）

元三・木部地区において、区画整理及び農道・用排水路の整備を行う。

・元三・木部（区画整理A=84.3ha）
農水局

中山間地域等直接支払経費
農業生産条件の不利な中山間地域等において、農用地を維持・管理していく取決め（集落協

定）を締結し、それに基づき農業生産活動等を行う地区に、直接支払を実施する。
農水局

多面的機能支払交付金事業 多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して支援を行う。 農水局

農地等災害復旧事業 豪雨等により被災した農地・農業用施設等の農業生産基盤を復旧する。 農水局



取組 取組の説明 所管局

単独災害復旧事業（農地・農

業用施設）
豪雨等により被災した農地・農業用施設等の農業生産基盤を復旧する。 農水局

防災情報伝達体制整備事業
防災情報等の迅速な発信に向けたデジタル同報系防災行政無線やデジタルIP無線機の維持管

理及び更新等を行うとともに、戸別受信機の整備や緊急告知ラジオの普及を図る。
政策局

電力供給遮断への対策
長期的な電力供給遮断等の非常時においても、災害対応することができるよう、体制を整え

るとともに、非常用自家発電設備等の必要に応じてメンテナンス等の検討を推進する。

各局

区

庁舎・出張所管理経費
消防庁舎施設の修理、保守、点検等を行う。

自家用発電機設備（本署及び植木出張所）の保守点検を行う。
消防局

(国県道)電線共同溝整備経費

(防災安全)

(市道)電線共同溝整備経費(防

災安全)

(国県道)電線共同溝整備経費

(単独)

(市道)電線共同溝整備経費(単

独)

防災性・減災性の向上、安全かつ円滑な交通の確保のため、無電柱化推進計画に基づき無電

柱化を推進する。
都市建設局

道路照明灯一括LED化事業 災害時の安定的な電力供給に貢献するため、道路照明等のＬＥＤ化を実施する。 都市建設局

消防指令管制システム維持管

理経費

消防指令管制システムの維持管理を行う。

非常用電源である、無停電電源装置や自家用発電機設備（出張所及び庁舎）の保守点検を行

う。

消防局

（企）老朽管更新経費 水道施設整備計画に基づき、更新需要を迎えた老朽管等の計画的な更新を行う。 上下水道局

（企）水道施設や水道管の耐

震化経費
水道施設整備計画に基づき、水道施設・管路の更新及び耐震化を行う。 上下水道局

（企）その他施設機能強化経

費

非常用発電設備の設置、主要施設の受電の2系統化、水融通管や補給管の整備など、計画的

に水道施設・管路の機能強化を図る。
上下水道局

（企）施設等点検改修経費 井戸、送・配水場、配水池等、各施設の保守及び老朽施設の更新を行う。 上下水道局

（企）その他施設維持管理経

費
水道施設・管路及び上下水道局庁舎の維持管理を適切に実施する。 上下水道局

（企）下水道施設の改築更新 ストックマネジメント計画等に基づき、効率的、効果的な改築、更新を行う。 上下水道局

（企）下水道管維持経費 下水道管路施設の維持管理を適切に実施する。 上下水道局

小型合併処理浄化槽設置費助

成
単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する者に対して助成を行う。 環境局

工業用水施設等の維持管理経

費
工業用水道施設・管路の維持管理を適切に実施する。 上下水道局

（城南町）農業集落排水施設

管理経費

農業集落排水処理施設等を適正に維持管理することにより適切な汚水処理を維持する。特に

更新時期が到来している中継ポンプ施設の整備を実施する。（城南町）
農水局

（植木町）農業集落排水施設

管理経費

農業集落排水処理施設等を適正に維持管理することにより適切な汚水処理を維持する。特に

更新時期が到来している中継ポンプ施設の整備を実施する。（植木町）
農水局

水源かん養林整備経費 白川・緑川等の上流域である地下水かん養地域において、森林づくりを推進する。 環境局

白川中流域かん養推進経費 白川中流域において水田を活用した地下水かん養事業を推進する。 環境局

県営農道整備事業

基幹となる農道を整備し、利便性の高い輸送ルートを確保するとともに、農作業機械の効率

的な稼動条件の向上を図る。

・谷尾崎３期（道路工L=850ｍ）

・植木東部（道路工L=4500ｍ）

農水局

農業基盤整備事業 農業経営環境の整備、用排水路、農業用施設整備の充実を図る。 農水局

団体営農業農村整備事業経費

農地・農業水利施設等の整備を実施、生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図る。

・画図地区（排水路L＝830ｍ）

・海路口（１期）（排水路Ｌ＝750ｍ）

・富合西部１期（排水路Ｌ＝1500ｍ）

・内田沖田２期（排水路Ｌ＝680ｍ）

・近津（排水機場１箇所）

・南尾迫（舗装L＝1800ｍ）

・小堂本（揚水機1機）

・台良（揚水機1機）

・滴水第2（揚水機1機）

・南楠原（揚水機1機）

・宮の前（揚水機1機）

・平野（揚水機1機）

・吉次（揚水機1機）

・秋津第一（揚水機1機）

農水局

（企）老朽管更新経費 水道施設整備計画に基づき、更新需要を迎えた老朽管等の計画的な更新を行う。 上下水道局



取組 取組の説明 所管局

（企）下水道施設の改築更新 ストックマネジメント計画等に基づき、効率的、効果的な改築、更新を行う。 上下水道局

自転車走行空間整備事業
災害時における自動車以外の移動手段として自転車利用を推進するため、自転車走行空間の

整備を進める。
都市建設局

市電延伸経費 市電路線延伸について、法手続きや設計、工事等に取り組む。 都市建設局

（企）老朽管更新経費 水道施設整備計画に基づき、更新需要を迎えた老朽管等の計画的な更新を行う。 上下水道局

（企）下水道施設の改築更新 ストックマネジメント計画等に基づき、効率的、効果的な改築、更新を行う。 上下水道局

特定建築物耐震化促進事業
災害時に避難や復旧活動を行う上で重要となる、緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断に要す

る経費について助成する。
都市建設局

・事前復興まちづくり計画の

策定

・復興事前準備のうち復興まちづくりの目標や実施方針、目標の実現に向けた課題、及び課

題解決のための方策をとりまとめた復興まちづくり計画を策定する。

政策局

都市建設局

農業生産振興事業
国や県が展開する各種補助事業を活用し、農業生産体制の強化に資する共同利用施設等の整

備促進を図る。
農水局

（経済対策）産地パワーアッ

プ事業
農業者等が行う高性能な機械・施設の導入等を支援する。 農水局

マンション適正管理支援事業

被災マンション建替え支援経

費

分譲マンションの規約整備に要する費用の一部について助成を行う。

熊本地震で被災したマンションの建替えや解体の費用の一部について助成を行う。
都市建設局



熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅰ　自助、共助及び公助力の向上

④避難者に対する支援の整備（第8条～10条）

取組 取組の説明 所管局

安全・安心対策事業
長寿命化計画に基づき老朽化した公園施設の改修を行うことにより、利用者の安全確保及び

ライフサイクルコストの縮減を図る。
都市建設局

避難場所標識の整備
指定緊急避難場所、広域避難場所、指定避難所に災害種別避難誘導標識システムによる避難

場所標識を整備する。
政策局

避難所運営委員会活動支援事

業

避難所運営委員会による避難所開設運営マニュアルの作成を促進するため、取組項目に応じ

て助成を行う。
政策局

防災に関する啓発経費
自主防災クラブに対する資機材の助成を行うとともに、防災に関する情報を、各メディア等

を通じて発信し、防災意識の向上を図る。
政策局

避難行動促進関連経費
熊本市ハザードマップの周知啓発や、地域版ハザードマップおよび地区防災計画の作成推進

を図る。
政策局

津波避難困難地域の設定

県の津波到達時間調査に基づき、津波避難困難地域の設定後、必要に応じて関係局と連携し

既存公的施設に垂直避難に必要な設備の設置検討を行う。

また、防災関係機関等と連携し震災対処訓練や水防訓練等を実施する。

政策局

防災情報伝達の迅速化、多重

化

新防災情報システムとSNSを連携した仕組みを構築するとともに、防災行政無線や緊急告知

ラジオなどあらゆる媒体を通じて情報伝達を行う体勢を確保する。
政策局

防災基本条例推進経費
熊本市防災懇話会の運営、「熊本地震の日」周知啓発イベントの実施及び避難行動要支援者

の個別避難計画の作成のための同意確認や地域への説明等を行う。
政策局

政策局

健康福祉局

在住外国人等を対象とした多

言語での災害情報の発信

【災害時】​

在住外国人（メールアドレス登録者）及び短期滞在者（事前登録者）へ災害情報メール配信

（英語、中国語、韓国語、やさしい日本語）​を行う。メール開封確認機能による安否確認、

個別メール送信対応も可能。自治体国際化協会の多言語表示シート及び熊本地震時作成の支

援情報の文例をテンプレート化のうえ、​情報データベースからテンプレートを検索・引用

し、災害支援情報を作成する。 ​

【平時】​

希望者へ多言語での生活情報配信（月1回）​及び医療・保健通訳時の状況履歴をデータベース

化し、外国人サポート支援を行う。

【外国人コミュニティとのネットワーク強化】

平時から各外国人コミュニティとの連携を強化しておく。

政策局

避難場所標識の整備
指定緊急避難場所、広域避難場所、指定避難所に災害種別避難誘導標識システムによる避難

誘導標識を整備する。
政策局

小・施設整備経費

小・義務教育施設整備事業

小・長寿命化関連経費

中・施設整備経費

中・義務教育施設整備事業

中・長寿命化関連経費

大規模改修時などに、学校施設の受変電設備の嵩上げにより浸水被害を防止し、避難場所と

しての機能確保を図る。
教育委員会

人工呼吸器装着者の名簿の整

備

人工呼吸器装着者が含まれる名簿を作成している次の2 課で、名簿をすり合わせ整備する。

・避難行動要支援者名簿（防災計画課・健康福祉政策課）

・個別避難支援プラン（医療対策課）

・難病該当者（医療対策課）

健康福祉局

人工呼吸器装着者の避難先病

院の稼働状況確認

災害発生時に人工呼吸器装着者から避難先病院の稼働状況について問い合わせがあった場合

は、EMIS（広域災害救急医療情報システム）で確認する。
健康福祉局

人工呼吸器装着者の災害時避

難行動のためのプラン作成
人工呼吸器装着者の災害時避難行動のためのプラン作成をとおして、災害時の対応を促す。 健康福祉局

民間施設との協定締結 緊急的な避難場所（スペース）を確保するため、民間事業者との協定締結を促進する。 政策局

健康福祉局福祉避難所・福祉子ども避難

所について市民への周知

震災対処実動訓練において指定避難所を中心に、福祉避難所への移送、福祉子ども避難所へ

の直接避難を実施する。その中で福祉避難所・福祉子ども避難所について住民への周知を図

避難行動要支援者に対する個

別避難計画の作成推進

高齢者や障がいのある方など、災害時に自力で避難できない方や避難指示等の災害情報が伝

わり難い方などを対象とした避難行動要支援者名簿登載者に係る個別避難計画の作成を推進



取組 取組の説明 所管局

健康福祉局

くまもとポイント事業
くまもとアプリにて車中泊や在宅避難者の避難位置情報を迅速に収集し、防災情報システム

へ集約する。
政策局

避難所以外の避難者等への支

援

災害時の車中泊避難者や在宅避難者への支援のあり方や、その他物資供給など、様々な課題

解決に向け、民間及び大学と協定を締結し、研究を進める。
政策局

指定避難所等機能強化事業 貯水機能付給水管や資機材の整備を行うことで、指定避難所の機能強化を行う。 政策局

避難所運営委員会活動支援事

業

避難所運営委員会による避難所開設運営マニュアルの作成を促進するため、取組項目に応じ

て助成を行う。
政策局

小・施設整備経費

小・義務教育施設整備事業

小・長寿命化関連経費

中・施設整備経費

中・義務教育施設整備事業

中・長寿命化関連経費

小・中学校の給水管の改修時に、貯水機能付給水管の整備を進める。また、学校施設のトイ

レ改修（洋式化・バリアフリー化）を実施し、避難場所としての機能確保を図る。
教育委員会

避難所となる体育館での暑さ

対策の検討
体育館の環境改善について、検討を進める。

政策局

教育委員会

小・施設整備経費

小・義務教育施設整備事業

小・長寿命化関連経費

中・施設整備経費

中・義務教育施設整備事業

中・長寿命化関連経費

太陽光発電設備を整備する学校施設において、自立コンセントへの電源供給、自立型GHPに

よるエアコンへの電源供給、体育館に他所より発電機の設置運用を可能とするなど、停電時

にも自立運営が可能な避難所の整備を図る。

教育委員会

（企）【震災】マンホールト

イレ整備
マンホールトイレ整備計画に基づき、マンホールトイレの計画的な整備を行う。 上下水道局

避難所等への円滑な仮設トイ

レの配置

仮設トイレの設置やくみ取りし尿等の収集運搬等を適正に行うため、本市と協定を締結して

いる熊本市災害し尿等対策協議会と平常時から情報交換や震災対処の初動訓練を行うなど、

連携体制を強化する。

環境局

指定避難所等機能強化事業 貯水機能付給水管や資機材の整備を行うことで、指定避難所の機能強化を行う。 政策局

災害対策本部経費（政策） 各種災害関連システム等、災害対策本部設備等の整備・保守を行う。 政策局

栄養状態の悪化防止 栄養の偏りを防ぐための食品の提供および食品選択の教育等を行う。 健康福祉局

誤嚥性肺炎予防 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア及び自助についての教育を行う。 健康福祉局

避難所の衛生管理 感染症拡大防止や食中毒の予防等のため環境整備や啓発を行う。 健康福祉局

避難者の健康管理 避難者の健康状態を把握し、支援を必要とするものには個別支援を行う。 健康福祉局

事業者等との災害時における

物資供給に関する協定の締結
災害時に協定先の事業者等と適切に連携を図るため、担当者間での連携体制を構築する。 文化市民局

被災者に対する心のケアの体

制を充実

被災者に対する心のケアの体制を充実させ、心身の健康の確保に向け一人ひとりの状況に合

わせたきめ細かな支援を実施する。

各局

区

男女共同参画の視点に基づく

避難所運営の啓発・周知

平常時から、防災出前講座の開催等を通じて、男女共同参画の視点に基づく防災意識の普

及・啓発を進めるほか、災害時には、男女共同参画の視点に基づく避難所運営を周知徹底さ

せるため、避難所の巡回等を行う。

文化市民局

支援物資及び輸送体制の確保 地域防災計画に基づき、適切な支援物資の輸送を行う。 経済観光局

物資供給体制の整備 市内3農協との間で締結している災害協定について適宜見直しを行う。 農水局

小・施設整備経費

小・義務教育施設整備事業

小・長寿命化関連経費

中・施設整備経費

中・義務教育施設整備事業

中・長寿命化関連経費

太陽光発電設備を整備する学校施設において、自立コンセントへの電源供給、自立型GHPに

よるエアコンへの電源供給、体育館に他所より発電機の設置運用を可能とするなど、停電時

にも自立運営が可能な避難所の整備を図る。

教育委員会

災害時の電力供給
再生可能エネルギー設備を最大限導入するとともに、城山公園に整備した急速充電設備を活

用し、ＥＶを動く蓄電池として活用することで、避難所等に電力を供給する。
環境局

備蓄の推進 災害初動時に必要となる非常食、生活物資、資機材等の維持管理を行う。 健康福祉局

帰宅困難者に対する情報伝達

手段の確保、周知
帰宅困難者対応マニュアルを作成し関係者への周知を図る。 政策局

福祉避難所・福祉子ども避難

所について市民への周知

震災対処実動訓練において指定避難所を中心に、福祉避難所への移送、福祉子ども避難所へ

の直接避難を実施する。その中で福祉避難所・福祉子ども避難所について住民への周知を図



取組 取組の説明 所管局

帰宅困難者に関する情報収集

体制の整備
関係機関、施設等との連絡体制を構築する。 政策局

民間の観光施設における緊急

連絡体制の整備及び観光地周

辺の避難所の周知

観光客が滞在先で避難所など様々な情報を把握できるよう、関係機関、施設等との連絡体制

を構築する。
経済観光局

支援物資及び輸送体制の確保
観光客が滞在先で避難所など様々な情報を把握できるよう、関係機関、施設等との連絡体制

を構築する。
経済観光局

帰宅困難者に対する物資の確

保

「大規模災害時における帰宅困難者等への支援に関する協定」に基づき、桜町ビルに水、食

糧を備蓄し、計画的に更新補充する。

政策局

健康福祉局

中心市街地まちづくり推進経

費

中心市街地における帰宅困難者受入に関する訓練の実施や防災関連イベントへの出展等によ

り防災力の向上を図る。
都市建設局

（企）【震災】マンホールト

イレ整備
マンホールトイレ整備計画に基づき、マンホールトイレの計画的な整備を行う。 上下水道局

避難所等の衛生管理体制の強

化
避難所運営マニュアルに衛生管理について記述する。 政策局

防災訓練経費 防災関係機関等と連携し、震災対処訓練や水防訓練、国民保護実動訓練等を実施する。 政策局

防災情報伝達体制整備事業
防災情報等の迅速な発信に向けたデジタル同報系防災行政無線やデジタルIP無線機の維持管

理及び更新等を行うとともに、戸別受信機の整備や緊急告知ラジオの普及を図る。
政策局

情報発信ツールの積極的活用

民間等と連携して正確な情報を把握し、WEB・SNS・マスコミ等を活用して迅速に情報発信

を行う。

また、国、県による復興支援策の情報を収集し、関係機関と連携した情報発信を行う。

政策局

防災に関する啓発経費
自主防災クラブに対する資機材の助成を行うとともに、防災に関する情報を、各メディア等

を通じて発信し、防災意識の向上を図る。
政策局



熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅱ　情報の収集、分析及び発信力の向上

防災・災害に関する情報の収集、分析及び発信の環境整備（第11条）

取組 取組の説明 所管局

防災情報伝達の迅速化、多重

化

新防災情報システムとSNSを連携した仕組みを構築するとともに、防災行政無線や緊急告知

ラジオなどあらゆる媒体を通じて情報伝達を行う体勢を確保する。
政策局

在住外国人等を対象とした多

言語での災害情報の発信

【災害時】​

在住外国人（メールアドレス登録者）及び短期滞在者（事前登録者）へ災害情報メール配信（英語、中

国語、韓国語、やさしい日本語）​を行う。メール開封確認機能による安否確認、個別メール送信対応も

可能。自治体国際化協会の多言語表示シート及び熊本地震時作成の支援情報の文例をテンプレート化の

うえ、​情報データベースからテンプレートを検索・引用し、災害支援情報を作成する。 ​

【平時】​

希望者へ多言語での生活情報配信（月1回）​及び医療・保健通訳時の状況履歴をデータベース化し、外

国人サポート支援を行う。

【外国人コミュニティとのネットワーク強化】

平時から各外国人コミュニティとの連携を強化しておく。

政策局

災害対策本部経費（政策） 各種災害関連システム等、災害対策本部設備等の整備・保守を行う。 政策局

防災情報伝達体制整備事業
防災情報等の迅速な発信に向けたデジタル同報系防災行政無線やデジタルIP無線機の維持管

理及び更新等を行うとともに、戸別受信機の整備や緊急告知ラジオの普及を図る。
政策局

情報発信ツールの積極的活用

民間等と連携して正確な情報を把握し、WEB・SNS・マスコミ等を活用して迅速に情報発信

を行う。

また、国、県による復興支援策の情報を収集し、関係機関と連携した情報発信を行う。

政策局

災害発生時の区役所への連絡

体制等
災害発生時における各消防署と各区役所との連絡体制確保に努める。 区

情報発信ツールの積極的活用
農水産業の正確な情報や国、県による復興支援策等を把握し、WEB・SNS等を活用して迅速

に情報発信を行う。
農水局



熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅲ　多様性の尊重

多様な被災者への適切な配慮（第12条）

取組 取組の説明 所管局

防災基本条例推進経費
熊本市防災懇話会の運営、「熊本地震の日」周知啓発イベントの実施及び避難行動要支援者

の個別避難計画の作成のための同意確認や地域への説明等を行う。
政策局

政策局

健康福祉局

在住外国人等を対象とした多

言語での災害情報の発信

【災害時】​

在住外国人（メールアドレス登録者）及び短期滞在者（事前登録者）へ災害情報メール配信

（英語、中国語、韓国語、やさしい日本語）​を行う。メール開封確認機能による安否確認、

個別メール送信対応も可能。自治体国際化協会の多言語表示シート及び熊本地震時作成の支

援情報の文例をテンプレート化のうえ、​情報データベースからテンプレートを検索・引用

し、災害支援情報を作成する。 ​

【平時】​

希望者へ多言語での生活情報配信（月1回）​及び医療・保健通訳時の状況履歴をデータベー

ス化し、外国人サポート支援を行う。

【外国人コミュニティとのネットワーク強化】

平時から各外国人コミュニティとの連携を強化しておく。

政策局

健康福祉局

健康福祉局

男女共同参画の視点に基づく

避難所運営の啓発・周知

平常時から、防災出前講座の開催等を通じて、男女共同参画の視点に基づく防災意識の普

及・啓発を進めるほか、災害時には、男女共同参画の視点に基づく避難所運営を周知徹底さ

せるため、避難所の巡回等を行う。

文化市民局

備蓄の推進 災害初動時に必要となる非常食、生活物資、資機材等の維持管理を行う。 健康福祉局

避難行動要支援者に対する個

別避難計画の作成推進

高齢者や障がいのある方など、災害時に自力で避難できない方や避難指示等の災害情報が伝

わり難い方などを対象とした避難行動要支援者名簿登載者に係る個別避難計画の作成を推進

福祉避難所・福祉子ども避難

所について市民への周知

震災対処実動訓練において指定避難所を中心に、福祉避難所への移送、福祉子ども避難所へ

の直接避難を実施する。その中で福祉避難所・福祉子ども避難所について住民への周知を図



熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅳ　復旧及び復興

災害発生によって被害を受けた地域の復旧及び復興（第13条）

取組 取組の説明 所管局

農地等災害復旧事業 豪雨等により被災した農地・農業用施設等の農業生産基盤を復旧する。 農水局

単独災害復旧事業（農地・農

業用施設）
豪雨等により被災した農地・農業用施設等の農業生産基盤を復旧する。 農水局

防災に関する啓発経費
自主防災クラブに対する資機材の助成を行うとともに、防災に関する情報を、各メディア等

を通じて発信し、防災意識の向上を図る。
政策局

区まちづくり推進経費 区のめざす姿の実現に向けて、区の特色を生かしたまちづくりを推進する。 区

校区自治協議会支援事業

校区自治協議会に対し、役員研修会の開催や補助金の交付を行い、地域における課題解決力

の向上や構成団体間の連携強化の支援に取り組んでおり、災害発生後の復旧・復興過程にお

いて地域の合意形成が必要な場面では、同協議会の調整機能が期待できる。

文化市民局

・事前復興まちづくり計画の

策定

・復興事前準備のうち復興まちづくりの目標や実施方針、目標の実現に向けた課題、及び課

題解決のための方策をとりまとめた復興まちづくり計画を策定する。

政策局

都市建設局

地域防災力強化促進事業
地域で防災士を養成するため、防災士養成講座を開催するとともに、防災士資格取得後の

フォローアップ研修を行う。
政策局

臨床心理士・公認心理師が所

属する民間団体等との協力体

制の構築

児童･生徒等の精神的ショック･ストレスの軽減のため、カウンセラーの派遣等について、日

本臨床心理士会等の民間力が活用できるよう関係団体等の協力体制の構築を図る。
教育委員会

施設台帳の整備（農道、排水

機場、農業集落排水施設等）
市が所管及び関与する施設の復興支援に必要な台帳の整備・保管を行う。 農水局

専門家・技術職員等の養成、

確保

・各分野における業務について、平時から応援・受援体制を構築するとともに、省庁や民間

企業、及び各種協会等との連携を強化する。

・災害による派遣を行う際に、熊本地震や他の災害への派遣を経験している職員と併せて経

験していない職員を派遣することで、技術の伝承、人材の育成を図る。

・技術職員等に対して、定期的な研修等を実施する。

各局

文化財レスキューのネット

ワーク構築

熊本県文化課を中心として、県下市町村において災害で被災した文化財の一時避難や水損し

た資料等の救出をすぐに行えるネットワークを構築してる。
文化市民局

ボランティアの確保・体制の

整備

熊本市社会福祉協議会の運営する災害ボランティアセンターと連携し、ボランティアを確保

する。
文化市民局

強靭な災害廃棄物処理体制の

構築

熊本市災害廃棄物処理計画に基づき、大規模な災害発生時においても、災害廃棄物を迅速・

適正に処理できるよう民間企業や他の自治体と連携し、強靭な災害廃棄物処理体制づくりを

推進する。

環境局

事業の再開等に要する不動産

情報の収集及び提供

活用可能な不動産情報について、複数の不動産会社から積極的に収集し、事業再開を検討す

る企業のニーズに応じて、速やかに提供する。
経済観光局

支援体制の構築及び関係書類

の発行
被害の認定に伴う速やかな支援措置を行うため、店舗、事業所のり災証明書を発行する。 経済観光局

自治振興育成事業

地域社会の中心的な役割を担っている町内自治会に対して研修会の開催や補助金の交付を行

うとともに、自治会加入促進にも取り組み,自治会活動が持続可能なものとなるよう支援して

いる。

文化市民局

（文化財保存修復経費）

民間所有文化財の保存修復経

費補助金

指定文化財に限るものの、市内の破損した文化財の保存修復、及び民間所有の文化財修復に

対する補助を行う。
文化市民局

情報発信ツールの積極的な活

用

民間等と連携して正確な情報を把握し、WEB、SNS、マスコミ等を活用して迅速に情報発信

を行う。また、国、県による復興支援策の情報を収集し、関係機関と連携した情報発信を行

う。

経済観光局

食と観光の一体的な情報発信
各地域の自然、農水産物、食、歴史、文化、温泉、景観等の地域資源について一体的に情報

発信を行う。
経済観光局

情報発信ツールの積極的活用
農水産業の正確な情報や国、県による復興支援策等を把握し、WEB・SNS等を活用して迅速

に情報発信を行う。
農水局

農業生産振興事業
国や県が展開する各種補助事業を活用し、農業生産体制の強化に資する共同利用施設等の整

備促進を図る。
農水局

（経済対策）産地パワーアッ

プ事業
農業者等が行う高性能な機械・施設の導入等を支援する。 農水局

関係機関との連携体制の構築
災害時に企業、労働者の状況を迅速に把握することができるように、民間団体、国、県等関

係機関との連携体制を構築する。
経済観光局

り災証明書の発行体制の整備
大規模災害時にり災証明書を速やかに発行できるよう、マニュアルの整備や職員の研修等を

行う。

財政局

健康福祉局

区



取組 取組の説明 所管局

マンション適正管理支援事業

被災マンション建替え支援経

費

分譲マンションの規約整備に要する費用の一部について助成を行う。

熊本地震で被災したマンションの建替えや解体の費用の一部について助成を行う。
都市建設局

防犯団体助成 犯罪を未然に防ぎ、地域の治安維持のため、防犯団体の活動を支援する。 文化市民局

災害時一時預かり
災害時、認可保育施設等が臨時休園した場合、開所可能な公立保育所でこどもの一時預かり

を実施する。
こども局

被災者住宅支援事業 被災者に対して行う建設型応急住宅や賃貸型応急住宅などの支援を行う。 都市建設局

地籍調査経費

一筆地調査（民民境界）を行いつつ事業の促進を図るとともに、地籍調査事業と同等の事業

である法務局が行う 14 条地図整備事業、民間事業者及び公共事業者等が行える国土調査法

第 19 条 5 項指定制度を推進し、事業の促進に努める。

都市建設局



熊本市防災基本条例に基づく取組一覧

Ⅴ　災害の教訓等の伝承

平成28年熊本地震の記憶の風化防止に向けた教訓等の伝承（第14条~第16条）

取組 取組の説明 取組

防災基本条例推進経費
熊本市防災懇話会の運営、「熊本地震の日」周知啓発イベントの実施及び避難行動要支援者

の個別避難計画の作成のための同意確認や地域への説明等を行う。
政策局

防災センター運営経費

災害発生時に迅速かつ適切な対応ができるよう、市民に対して防火防災の体験教育を行う。

また、防火防災の教育施設として大きな役割を担っていることから、各種イベント等におい

てパンフレットの配布やＳＮＳ等を利用した防火啓発を行う。

消防局

応急手当市民普及啓発経費 住民に対し、緊急時に必要な知識と技術を深めるために、普及活動を展開する。 消防局

災害医療対策経費
大規模な災害時に医療体制を確保するとともに、迅速かつ適切な医療活動が行えるよう、訓

練や研修会等を通じて関係機関との連携強化を図る。
健康福祉局

栄養状態の悪化防止 栄養の偏りを防ぐための食品の提供および食品選択の教育等を行う。 健康福祉局

誤嚥性肺炎予防 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア及び自助についての教育を行う。 健康福祉局

避難所の衛生管理 感染症拡大防止や食中毒の予防等のため環境整備や啓発を行う。 健康福祉局

男女共同参画の視点に基づく

避難所運営の啓発・周知

平常時から、防災出前講座の開催等を通じて、男女共同参画の視点に基づく防災意識の普

及・啓発を進めるほか、災害時には、男女共同参画の視点に基づく避難所運営を周知徹底さ

せるため、避難所の巡回等を行う。

文化市民局

校区自治協議会支援事業

校区自治協議会に対し、役員研修会の開催や補助金の交付を行い、地域における課題解決力

の向上や構成団体間の連携強化の支援に取り組んでおり、災害発生後の復旧・復興過程にお

いて地域の合意形成が必要な場面では、同協議会の調整機能が期待できる。

文化市民局

健康福祉局

健康福祉局
福祉避難所・福祉子ども避難

所について市民への周知

震災対処実動訓練において指定避難所を中心に、福祉避難所への移送、福祉子ども避難所へ

の直接避難を実施する。その中で福祉避難所・福祉子ども避難所について住民への周知を図

感染症や食中毒の予防のための衛生教育
食中毒や感染症を予防するための知識・ルールの周知、教育等を行い、衛生管理を徹底す

る。


